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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

東邦航空株式会社所属ヒューズ式２６９Ｃ型ＪＡ７５７３は、昭和５４年８月６日０８時４５ 

分ごろ、薬剤散布のため機長のみがとう乗し、新潟県西蒲原郡西川町大字真田字下江１２８３ 

番地の水田に向け進入中、エンジン回転数の低下を来たし、同水田そばにある排水路の土手に 

不時着し、機体は中破したが火災は発生しなかった。

本事故による人員の死傷はなかった。

１．２　航空事故調査の概要

昭和５４年８月６日～８日　現場調査

昭和５４年８月２２日　事故機の詳細調査及びデュアル回転計の台上試験

昭和５４年９月１０日　フュエルブースターポンプの機能試験

昭和５４年１０月２日　デュアル回転計の分解調査

昭和５４年１０月８日　エンジン試運転

昭和５４年１０月１７日　トランスミッション及びスプラグクラッチの分解調査

昭和５４年１１月１０日　燃料の水分含有量の調査



１．３　原因関係者からの意見聴取

昭和５５年５月２３日　意見聴取

２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ７５７３は、昭和５４年８月６日、新潟県西蒲原郡西川町地区の水田に薬剤散布を行う 

ため、同町社会福祉会館駐車場（以下「臨時ヘリポート」という。）において、０４時４５分 

から整備士による飛行前の点検を開始し、０５時００分ごろ終了した。

天候が悪かったので、機長は臨時ヘリポートで待機していたが、そのうち天候が回復したの 

で、機長と整備士１名が同乗して、０５時１５分に臨時ヘリポートを離陸し、０５時１８分薬 

剤散布のための作業用ヘリポート（西蒲原郡西川町天竺堂字柳田）に着陸した。

機長は、整備士及び機材を降ろした後、案内人を同乗させ、０５時２０分から約７分間散布 

予定地域の確認調査飛行を行った。

その後、機長のみがとう乗して、０５時２９分から薬剤散布を開始した。１回目から７回目 

までは薬剤１５０リットル、８回目以降は１８０リットルとう載して、対地高度８～１０メー 

トル、対気速度約３５マイル／時で散布を行った。

同機は、１９回目の薬剤散布を終了した時、燃料を約１５ガロン補給した。

その後引き続き散布を続け、０８時２４分、同機は、３２回目の薬剤散布を行うため作業用 

ヘリポートを離陸後、対気速度約４５マイル／時で緩上昇しながら、国道１１６号線に沿って 

架設されている送電線の鉄塔（高さ約１８メートル）を対地高度約３０メートルでとび越え、 

左旋回しながら送電線とほぼ平行して、対気速度約３５マイル／時になるように減速しながら、 

緩降下で散布開始地点に向って進入した。

以後、機長の口述によれば次のとおりであった。

機長は、散布開始地点の約１５メートル手前で、対地高度約１３メートル、対気速度約３５ 

マイル／時で水平飛行に移るための操作を行おうとした直前にデュアル回転計のメインロータ 

回転数の指示が若干上っていたのを認め、これを４７０rpmに保持するためにスロットルコン 

トロールグリップを操作してエンジン回転数を減じると同時に水平飛行に移るための操作をし 

たところ、突然デュアル回転計のエンジン回転数の指示が低下し、針割れを視認した。

機長は、直ちにスロットルコントロールグリップを操作しエンジン出力を増加したが、機体は



沈下し、フレア操作を行ったが機体の沈下を止めることができず、やや機首上げの姿勢で農道 

に落下気味に接地し、続いて前方の排水路をとび越え、排水路の土手に接地し停止した。

２．２　人の死亡、行方不明及び負傷

死傷
とう乗者

乗組員　その他
その他

死亡　０　―　０

重傷　０　―　０

軽傷　０　―　０

なし　１　―

２．３　航空機の損壊の程度

中破

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報

なし

２．５　乗組員に関する情報

機長　大正１２年１２月３０日生

事業用操縦士技能証明書　第４５１６号

昭和４７年１１月２５日取得

限定事項　回転翼航空機バートル式ＫＶ‐１０７型及びヒューズ式２６９型

第１種航空身体検査証明書　第１１３７１４８１号

有効期間　昭和５３年１０月３１日から昭和５４年１０月３０日まで

総飛行時間　５，４６１時間５５分

飛行機飛行時間　２，８９６時間１０分

回転翼機飛行時間　２，５６５時間４５分

同型式機飛行時間　９９４時間３０分

最近９０日間の飛行時間　８７時間４０分

最近３０日間の飛行時間　５０時間０４分



最近７日間の飛行時間　１０時間１３分

２．６　航空機に関する情報

２．６．１　航空機

型式　ヒューズ式２６９Ｃ型

製造番号　第１１４０３７８号

製造年月日　昭和５０年２月３日

耐空証明書番号　第東５４‐１６４号

有効期間　昭和５４年６月１２日から昭和５５年６月１１日まで

総飛行時間　８５０時間３９分

４００時間点検後の飛行時間　９２時間１１分

２．６．２　エンジン

型式　ライカミング式ＨＩＯ‐３６０‐ＤＩＡ型

製造番号　第Ｌ‐１２７２８‐５１Ａ号

製造年月日　昭和４９年１１月１５日

総使用時間　７８０時間３１分

前回オーバホール後の使用時間　９２時間１１分

２．６．３　デュアル回転計

型式　２６９Ａ‐４２５１‐１３型

製造番号　第４２６８号

製造年月日　不明

総使用時間　８５０時間３９分

２．６．４　燃料及び潤滑油

燃料及び潤滑油は、モービルアブガス１００／１３０及びエアロシェル１００（ＳＡＥ 

＃５０）で、いずれも規格品であった。

２．６．５　事故発生時の推定重量及び重心位置

同機の事故発生時の重量は１，８５３．８ポンド、重心位置は９８．８０インチと推算さ 

れ、それぞれ重量限界（２，０５０ポンド）及び重心位置の許容範囲（９５．０～１０１．０ 

インチ）内にあったものと推定される。

同機は、事故当時、特殊装備品として散布装置（コンビネーションディスパーザルＡ 

Ｇキット、２６９Ａ４１５３型）を装着していた。



２．７　気象に関する情報

事故発生時の気象は、機長の口述によれば、天気曇、視程良好、風向南南東、風速５メート 

ル／秒とのことであった。

また、事故現場から南西約２．５キロメートルにある巻潟東消防署の事故当日の０８時００分 

及び０９時００分の気象観測値は次のとおりであった。

天気曇、風向南、風速３～４メートル／秒

２．８　航空機及びその部品の損壊に関する情報

テールロータドライブシャフト　ねじれて変形

散布装置用ステップレール　右側前方取付部破断 

散布装置用ステップレール　左側後方取付部破断 

テールロータブレード（青）　ハブグリップ破断 

テールロータプレード（緑）　破断して飛散 

バーチカルスタビライザ　後縁部湾曲

ホリゾンタルスタビライザ　前方取付部下側変形

テールスキッド　取付部より後方に湾曲

後方クロスビーム　湾曲

テールブームサポートストラット　左側下方へ湾曲

２．９　事実を認定するための試験及び研究

２．９．１　デュアル回転計の台上試験

デュアル回転計について台上試験を行い、指示誤差を測定した結果は次のとおりであ

った。



エン ジン回転計の 指示

試験回転数　 指示誤 差（rpm）

（rpm）　 許容値　 測定値

０ ±２５ ０

５００ ±２５ －５

１，０００ ±２５ ０

１，５００ ±２５ ＋１０

２，０００ ±２５ ０

２，５００ ±２５ ＋５

２，６００ ±２５ ＋１０

２，８００ ±２５ ＋２０

２，９００ ±２５ ＋１０

３，０００ ±２５ ＋１０

３，１００ ±２５ ＋１０

３，２００ ±２５ ＋１０

３，５００ ±２５ ０

４，０００ ±２５ －１０

メインロータ回転計の指示

試験回転数　 指示誤 差（rpm）

（rpm）　 許容値　 測定値

０ ±５ ＋２０

１００ ±５ ＋３０

２００ ±５ ＋３２

３００ ±５ ＋４４

４００ ±５ ＋４４

４７０ ±５ ＋４８

５００ ±５ ＋４６

なお、メインロータ回転数の指示は、高回転指示から回転数を減じた場合のみ指針の 

作動に遅れが見られた。



エンジン回転数に対応するメインロータの回転数は、

エンジン回転数　３，０００rpm　メインロータ回転数　４４０rpm

〃　３，１００　〃　４５５

〃　３，２００　〃　４７０

と推算される。また、上記台上試験の結果、メインロータ回転指示機構の故障により、 

実回転数より高目に指示する傾向が見られたことから、メインロータの回転数を４７０ 

rpmに保持した場合、メインロータの実回転数は４２２rpmと推算され、メインロータ 

の実回転数４２２rpmに対応するエンジンの回転数は約２，８７０rpmと推算された。

２．９．２　フュエルブースターポンプの機能試験

フュエルブースターポンプの機能試験を行った結果、ポンプの流量及びバイパス圧力 

降下等すべて許容値を満足しており、その機能に異常は認められなかった。

２．９．３　エンジンの試運転

エンジンの台上試運転を行った結果、加速も円滑で、出力及び燃料消費率等にも異常 

は認められず、昭和５４年５月３日に実施した同エンジンの初回オーバホール完了時に 

おける試験データとほとんど相違はなかった。

２．９．４　トランスミッションの分解調査

ベルトドライブトランスミッション及びメイントランスミッションを分解調査した結 

果、それぞれ異常は認められなかった。

２．９．５　スプラグクラッチアセンブリの分解調査

スプラグクラッチアセンプリの機能試験及び分解調査を行った結果、それぞれ異常は 

認められなかった。

２．９．６　燃料の水分含有量の調査

燃料をカールフィッシャ法により水分の含有量を調査した結果、水分含有量は正常であ 

った。



３　事実を認定した理由

３．１　解析のための試験及び研究

３．１．１　デュアル回転計の分解調査

現場調査の際にデュアル回転計のメインロータ回転数の指示が零位置にもどらず約３０ 

rpmを指示していたこと及び２．９．１の台上試験によってメインロータ回転数の指示誤差 

が許容範囲を逸脱していることが認められたことから、同回転計の分解調査を行った。

分解調査の際、再度同回転計の台上試験を行ったところ、メインロータ回転数の指示 

は瞬時に最大回転に振り切れ、指示誤差の測定ができなかった。

メインロータ回転指示機構のドラッグディスクの回転調整を行っているスプリング 

は、その両端がそれぞれドラッグシャフト及びアジャストアームに固定されており，同 

スプリングとアジャストアーム（以下「スプリング固定部」という。）とははんだ付け 

により固定されているが、分解調査の結果、スプリング固定部のはんだ付けがはずれて、 

回転調整機能が失われている状態であった。（写真No.１参照）

３．２　解析

３．２．１　調査結果から、同機は、事故発生時まで、デュアル回転計を除き、機体及びエンジ

ン並びに操縦系統には不具合はなかったものと推定され、また、離陸後送電線の鉄塔を 

越えた時点までは異常なく飛行しており、メインロータ回転指示機構の故障はその後発 

生したものと推定される。

３．２．２　試験研究の結果から、デュアル回転計は、事故発生時点において、スプリング固定 

部のはんだ付けの一部がはく離していたためスプリングとアジャストアームの接続部が 

開いた状態となり、メインロータの回転数が実回転数より高目に指示するという故障が  

発生したものと推定される。

スプリング固定部のはく離は、はんだ付けの不良によるものと推定される。

３．２．３　同機は、進入降下に入る直前かあるいは進入降下に入った時点において、メインロ 

ータ回転指示機構のスプリングのはんだ付けがはく離し始め、ドラッグディスクの回転調 

整が徐々に悪くなり，メインロータ回転数の指示が４７０rpm（設定回転数）よりも高 

目に指示し始めたものと推定され、この時点からこの不具合が発生したものと推定される。

３．２．４　機長は、飛行中常にメインロータ回転数を４７０rpmに保持するためスロットルコ

ントロールグリップを操作したことにより、エンジン回転数が低下していたものと推定



され、同機の進入降下から水平飛行に移行するための操作を行おうとした頃には、すで 

にエンジン回転数は３，０００rpm以下に低下していたものと推定される。

３．２．５　機長は、メインロータ回転数が４７０rpmを示していたことから、通常の操作がで 

きるものと判断し、進入降下から水平飛行への操作を行ったが移行できず、機体の沈下 

を止めようとしてスロットルコントロールグリップを操作してエンジン出力を増加する 

とともにフレア操作を行ったが、低高度のためその効果が得られないまま高度の低下を 

来たし、落下気味に接地したものと推定される。

４　結論

(1)　機長は、適法な資格を有し、かつ所定の航空身体検査に合格していた。

(2)　事故発生時の気象状況は、本事故に関連はなかったものと推定される。

(3)　ＪＡ７５７３は、有効な耐空証明を有しており、デュアル回転計のメインロータ回転指示 

機構の不具合を除き、事故発生まで不具合はなかったものと推定される。

(4)　同機が進入降下に入る直前かあるいは進入降下に入った時点で、デュアル回転計のメイン 

ロータ回転指示機構のスプリング固定部のはんだ付けがはく離したことにより、メインロー 

タ回転数が実回転数より増加した指示をしたものと推定される。

(5)　機長は，メインロータ回転指示機溝の故障の発生したことを知り得ないまま、その指示さ 

れたメインロータ回転数を４７０rpmに保持するためスロットルコントロールグリップを操 

作してエンジン回転数を減じたものと推定され、水平飛行に移行する直前においては、エン 

ジン回転数は３，０００rpm以下に低下していたものと推定される。

(6)　機長は、進入降下中、水平飛行への操作を行ったが移行できず、機体の沈下を止めようと 

してスロットルコントロールグリップを操作してエンジン出力を増加するとともにフレア操 

作を行ったが、低高度に加えエンジン回転数が低下していたため、その効果が得られないま 

ま落下気味に接地したものと推定される。

原因

本事故は、機長が薬剤散布のための進入降下中、メインロータ回転指示機溝の故障により、 

適切なメインロータ回転数を保持することができず機体が沈下し、不時着の際機体を損傷した 

ことによるものと推定される。



写真

No.１

No.２


